
 

第 22 期第 9回 

松浦海区漁業調整委員会  
 
 
 

日時 令和4年 1 月 2 1 日 (金 ) 1 5 時 0 0 分 ～ 
場所 唐津市水産会館 多目的ホール 

 (唐津市海岸通り7182番地217) 
 
 
 

次    第 
 
 
１ 開  会 
 
２ 議  題 

 
（１） 唐津湾におけるかたくちいわしまき網漁業の操業協定について（協議）Ｐ1～Ｐ7 

   
（２） 佐賀県に入漁する福岡県ごち網漁業に係る操業協定について（協議）  Ｐ8～Ｐ13 
 
（３） 令和４年度福岡県小型いかつり漁業の佐賀県許可隻数について（協議）Ｐ14～Ｐ23 
 
（４） 第３８回筑肥漁場協議会いかかご漁業協定書の締結について（報告）  Ｐ24～Ｐ27 
 
（５） ごち網漁業（特認）許可方針について（協議）            Ｐ28～Ｐ29 

 
（６） その他 
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年度 入漁許可枠 入漁希望隻数 入漁許可数

H18 60 25 25
H19 50 24 24
H20 50 16 16
H21 40 15 15
H22 40 15 15
H23 40 15 15
H24 30 14 13
H25 30 13 13
H26 30 13 13
H27 30 13 13
H28 30 13 13
H29 30 13 13
H30 30 13 13
H31 30 13 13
R2 20 12 11
R3 20 11 10
R4 11

R4年度希望 R3年度許可

呼子町 0 0 3 2
小川島 5 5 5 1
鎮西町 6 5 10 6
外　津 0 0 1 0
合　計 11 10 19 9

近県におけるいかつり漁業（5トン以上）の許可状況

（令和4年1月13日現在） 

福岡県に入漁する佐賀県いかつり漁船(5トン以上)の操業について

山口県組合名
福岡県

長崎県

福岡県海域に入漁する佐賀県小型いかつり漁業（5トン以上）の許可枠数等の推移
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ごち網漁業許可方針 特認（案） 

 

第１ 制限措置 

（１）漁業種類 

      １そうごち網漁業（特認） 

（２）許可又は起業の認可をすべき船舶の数 

      １２隻以内 

（３）船舶の総トン数 

制限なし 

（４）推進機関の馬力数 

       ４８キロワット以下（漁業調整用エンジン１５馬力以下） 

（５）操業区域 

       佐賀県玄海海域 

（６）漁業時期 

       ３月１日から３月１５日まで 

（７）漁業を営む者の資格 

      ① 玄海町仮屋、旧肥前町肥前若しくは大浦浜地区又は伊万里市のいずれ

かの地区において漁港機能を有する施設を拠点として漁業を営もうとす

る者 

    ② 佐賀県の漁船原簿に登録されている船舶を使用する権利を有する者 

③ 佐賀県漁業調整規則（令和２年佐賀県規則第６３号）第１０条第１項

第１号から第５号までのいずれにも該当しない者 

④ 適切な資源管理を実践できる者 

⑤ 漁業の生産力の向上に努めようとする者 

第２ 許可の有効期間 

   １年以内 

第３ 申請すべき期間 

   公示した日から令和４年１月１４日まで 

第４ 許可の基準 

   第１（７）に定める資格を有し、第１（１）に定める漁業を営もうとする者。

ただし、第１（２）に定める隻数を超える場合は、次に揚げる優先順位とする。

なお、規則第９条第１項第２号に該当する場合は、この限りでない。 

（１）前回の許可最終日の３月１５日現在で、該漁業許可を有していた者。

ただし、当該順位の適用は、有していた許可件数の範囲までとする。 

（２）当該漁業許可を有する者の承継を受けた者。ただし、承継を受ける者
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は許可を有する者と同居して生計を同じくする２親等以内の親族に限

る。 

（３）（１）に該当せず、前回の許可期間中に当該漁業許可を有していた者 

（４）（１）～（３）に該当しない者で、規則第４条第１項第６号、第８号

から第１４号まで又は第１７号のいずれかの漁業許可を有する者 

 （５）（１）～（４）に該当しない者。但し、同順位である者相互間の優先

順位は、抽選による。 

第５ 条件 

（１）唐津市肥前町大崎北端、同向島北端及び長崎県壱岐市郷ノ浦町大島南

端を順次に結んだ直線より北東の佐賀県玄海海域及び共同漁業権漁場内

で操業してはならない。ただし、共同漁業権漁場においては、事前に共

同漁業権者と協議し、同意を得られた場合はこの限りでなく、その際は

同意書の写しを操業時に携帯しなければならない。 

   （２）まだい幼魚以外を目的として操業してはならない。 

（３）採捕したまだい幼魚は、県外に販売してはならない。 
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